
№5 横浜市都市計画マスタープラン金沢区プランの改定及び横浜市都市計画マス

タープラン金沢文庫駅東側区心部一帯地域地区プランの廃止に関する案件概

要 

 

議第 1236 号 横浜市都市計画マスタープラン金沢区プランの改定及び横浜市都市計画マ

スタープラン金沢文庫駅東側区心部一帯地域地区プランの廃止 

 

（内容） 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の２に規定されている「市町村の都市計

画に関する基本的な方針」です。横浜市都市計画マスタープランでは、「全体構想」と「地

域別構想」を位置付けており、「地域別構想」として「区プラン」及び「地区プラン」を

設けています。 

「全体構想」は、市域全体の基本的な方向を示し、平成 12 年１月に策定し、平成 25 年

３月に改定しました。 

横浜市都市計画マスタープラン金沢区プランは、平成 12 年 12 月に策定されました。 

今回、「全体構想」が改定されたこと及び現行金沢区プラン策定から約 15 年間における

社会情勢の変化とまちづくりの進展を踏まえ、横浜市都市計画マスタープラン金沢区プラ

ンを改定します。 

また、横浜市都市計画マスタープラン金沢文庫駅東側区心部一帯地域地区プランは、現

行金沢区プランの内容を踏まえ、区のまちづくりの中でも中心的な位置づけにある金沢文

庫駅周辺と、金沢区総合庁舎周辺について、より具体的なまちづくりの方針等をまとめた

もので、平成 17 年２月に策定されました。 

策定から 10 年以上が経過し、地区プランに基づいたまちづくりがある程度進捗したこと

に加え、隣接する金沢八景駅東口において、土地区画整理事業を契機とした新たなまちづ

くりが始まったことなどから、金沢文庫駅から金沢八景駅にかけての特に重要なエリアを

新たな「金沢区心部」としてまちづくりの方針を定めていく必要が生じました。 

そこで、横浜市都市計画マスタープラン金沢文庫駅東側区心部一帯地域地区プランの内

容を見直し、必要な部分を新たな金沢区プランの区心部のまちづくりの方針の中に盛り込

み一元化を図ったうえで、本地区プランを廃止いたします。 
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